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第１章 計画の概要 
１ 第５次計画策定の経緯 

神奈川県には、ニホンザルの群れにより構成される地域個体群が、西湘地域個体群、丹

沢地域個体群及び南秋川地域個体群の３つ存在している（図 1）。これらは県の自然を構

成する重要な要素であるとともに、広域的に見ると、東京都、山梨県及び静岡県の各山地

に隣接して生息する地域個体群との遺伝的交流により、関東山地等におけるニホンザルの

分布の連続性の確保にも寄与していると考えられる。一方で、被害を及ぼす群れや個体

（以下それぞれ「加害群」「加害個体」という。）による農作物被害や生活被害が、県内

のみならず多くの地域で恒常化しており、人身被害も発生している。 

このため、県は農作物被害の軽減や生活被害・人身被害の根絶を目指し、人の集落環境

とニホンザルの生息環境の棲み分けにより両者のあつれきを避けることを目的として、平

成 15 年に「神奈川県ニホンザル管理計画」を策定し、計画に基づいて、被害防除対策、

各群れを適正な生息域及び適正な規模で管理するための取組（以下「群れ管理」とい

う。）、生息環境管理、モニタリング等の管理事業を継続してきた。 

第４次神奈川県ニホンザル管理計画の計画期間（平成29年４月～令和５年３月）では、

「各群れを適正な生息域及び適正な規模で管理することを通じて地域個体群を管理する」

という考え方を新たに取り入れ、群れ管理を行った結果、群れの多くにおいて分裂させる

ことなく規模の縮小や除去を実施することができ、ニホンザルによる農作物被害や生活被

害・人身被害は減少傾向となった。 

しかしながら、多くの群れでは依然として各種の被害が続いており、加害群を除去した

ことにともなう近隣の群れの行動域の変化や、新たな加害群・加害個体の発生に対処する

ため、管理事業の継続が必要であることから、第４次計画期間の満了に伴い、これまでの

取組の結果を踏まえた上で、第５次神奈川県ニホンザル管理計画（以下「計画」という。）

を策定する。 

 

２ 計画の根拠 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第７条の２第１項に基づき、第二

種特定鳥獣管理計画として策定する。 

 

３ 管理すべき鳥獣の種類 

ニホンザル（以下「サル」という。） 

 

４ 計画期間 

2023（令和５）年４月１日から 2027（令和９）年３月 31日までの４年間とする。 
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５ 計画対象区域 

県内 33 市町村のうち、サルの生息が確認されている 12 市町村 

相模原市（緑区の区域）、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、松田町、

山北町、真鶴町、湯河原町、愛川町及び清川村 

 

 
 

図 1 令和３年度各個体群の行動域(95%固定カーネル法) 
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第２章 第４次計画の成果と課題 

１ 実施状況 

(1) 群れ管理 

ア 個体数調整 

「各群れを適正な生息域及び適正な規模で管理することを通じて地域個体群を管理

する」という考え方により、次のような場合に、各群れの適正配置・規模へ向けた個

体数調整や群れの除去を実施した。 

○ 適正規模とするための群れの縮小・維持を目的とした個体数調整 

○ 適正配置とするための群れの縮小・除去を目的とした個体数調整 

○ 対策を徹底しても管理が困難な群れの除去 

この結果、第４次計画開始時（平成 29 年度）の県内の群れ数は 22 群（西湘群：４

群、丹沢群：14 群、南秋川群：４群）だったが、令和４年度末現在まで 11 群の除去

が進められ、そのうち８群の除去を完了し、３群の除去を継続している（図 2-1）。

生息数としては、第３次計画開始時（平成 24 年度）では、県内のサル生息数は約

1000 頭レベル（平成 23 年度に最多生息数 1033 頭）にあったが、個体数調整等により、

第４次計画開始時（平成 29 年度）で、839 頭、令和３年度末時点で 477 頭と半減して

いる（表 2-1、図 2-2）。 

 

 
 

図 2-1 管理困難な群れ等の除去状況 

（令和３年度末現在、各群れの行動域及び名称は平成 29 年度時点） 

＊策定時に最新の情報へ差替 
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表 2-1 地域個体群別の群れ数及び個体数の推移 

地 域 

個体群 

群れ数（個体数） 

分裂群（確認年） 除去群（除去年） 

平成 29 年度 令和 3 年度 

西 湘 4(85) 3(36) 分裂なし Ｓ群(R2.12) 

丹 沢 14(472) 10(311) 

川弟Ｂ１群(R1) 

＊川弟Ｂ群より分

裂 

子易群(H30.2) 

鳶尾群(H31.4) 

大山群(R2.7) 

煤ヶ谷群(R2.9) 

片原群(R3) 

南秋川 4(282) 2(130) 分裂なし 
Ｋ３群(R3.3) 

Ｋ２群(R4.1) 

計 22(839) 15(477) １ ８ 

※南秋川地域個体群の川井野群（平成 28年度 80頭（平成 29年度未確認）、令和３

年度 109 頭）は、生息地の大部分が東京都側にあるため含めない。 

 

 

 
図 2-2 県内ニホンザル生息数  
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イ 追い上げ 

住民、農業者、市町村、農業者団体、狩猟者団体等により、追い上げ目標エリアに

向けて追い上げを実施した。 

・かながわ鳥獣被害対策支援センターでは、ＧＰＳ首輪(VHF ビーコン発信器一体型)

を活用した追い上げの試行を地域と連携して実施し、泊り場の把握や追い上げルー

ト、移動パターンの把握等を行った（対象：Ｔ１群）。 

・伊勢原市では、除去完了した群れの生息地域において、他の群れが侵入しないよう、

子易地区での組織的な追い上げを実施した。 

 

(2) 被害防除対策 

ア 集落環境整備 

サルを寄せ付けない環境を作るため、集落環境整備等を実施したほか、未収穫農作

物や廃棄作物等誘引物の適正な処理や意図的・非意図的な餌付けの防止について普及

啓発を行った。 

・秦野市・伊勢原市は、未収穫農作物や廃棄作物の処理に関して農家への啓発活動を

継続した。 

・秦野市及び伊勢原市では、観光客が安易にサルに対しエサを与えないための啓発用

看板の設置や誘引物の除去に取り組んだ。 

イ 農地への防護柵の設置 

防護柵の設置と維持管理、農地への電気柵等の設置を促進したほか、一部の地域で

は、防護柵の設置状況等をＧＩＳ（地理情報システム）により地図化した。 

・県が市町村より提供された防護柵の位置情報とサルの出没地点を基に、サルの行動

域の変化を地図化した結果、サルの出没地点の多くが電気柵から離れていたことが

明らかになった。 

ウ 追い払い 

住民、農業者、市町村、農業者団体、狩猟者団体等による追い払いを実施した。 

また、記録された群れの位置情報をＧＩＳにより地図化し、サルの行動や被害状況

を把握したほか、一部の地域では、住民に対し、群れの位置情報をＷＥＢサイトへの

掲載や Eメール等で提供した。 

・小田原市、秦野市、厚木市及び伊勢原市はＷＥＢサイトやＥメールにより群れや泊

り場等の位置情報を市民や農家に提供した。 

・秦野市と伊勢原市では、両市にまたがり生息する日向群について、両市で連携して

追い払いを実施した。 

エ 加害個体捕獲 

群れの中の特定の個体が人身被害を発生又は発生させるおそれがある場合には、加

害個体として特定し、捕獲した。 

また、群れから離れたハナレザル又はオスグループについては、農作物被害・生活

被害を繰り返し起こし、追い払いを実施しても被害が防止できない場合には捕獲した。 

 

(3) 生息環境整備  

人の集落環境とサルの生息環境の重複を解消し、棲み分けを図っていくため、水源か

ん養機能等の向上のための森林整備を通じ、山林におけるサルの生息環境整備を進めた。 

 

(4) モニタリング  

県内の全ての群れについて、毎年度、生息状況、被害状況及び対策の実施状況を調査

した。 

・県が平成15年度以降毎年実施しているサルの行動域モニタリングでは、生息状況の

把握を目的とし、群れごとの電波発信器の装着や現地目視、目撃情報の聞き取りか
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ら群れ数、個体数、行動域等の調査を行っている（図 2-2）。群れごとに装着した

ＧＰＳ首輪(ＶＨＦビーコン発信器一体型)から得られる位置情報の他、群れ内の性

別、齢構成を把握することで、きめ細かい管理に努めた。 

 
図 2-2 電波発信器による位置情報の確認 

 

２ 取組の成果 

(1) 適正な群れ管理を通じた地域個体群の管理について 

モニタリング結果に基づき、追い上げ、個体数調整による群れ管理、被害防除対策

及び生息環境整備を実施し、群れごとに計画的に個体数調整を行った結果、その多く

において分裂させることなく規模の縮小や除去をすることができ、一部の地域個体群

において適正配置を進めることができた。 

 

(2) 農作物被害の軽減について 

市町村が被害防除対策について普及啓発を継続したほか、電気柵の設置等の被害防

除対策の推進、群れの縮小や除去により、平成30年度以降、農業作物被害額と農作物

被害面積は共に減少してきている。（表 3-1）。 

 

表 3-1 地域個体群別の農作物被害額及び被害面積の推移 

地域個体群 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

西 湘 
2,069 千円 2,660 千円 4,144 千円 937 千円 961 千円 

0.6ha 0.8ha 1.1ha 0.2ha 0.2ha 

丹 沢 
1,747 千円 6,429 千円 4,121 千円 820 千円 450 千円 

2.2ha 1.8ha 0.9ha 0.2ha 0.1ha 

南秋川 
2,624 千円 1,200 千円 403 千円 36 千円 172 千円 

0.7ha 0.4ha 0.1ha 0.0ha 0.1ha 

計 
6,440 千円 10,289 千円 8,668 千円 1,793 千円 1,583 千円 

3.5ha 3ha 2.1ha 0.4ha 0.4ha 

※ ハナレザル、オスグループによる被害を含む。 
※ 相模原市分は南秋川地域個体群による被害とした。 
※ 四捨五入により地域個体群の合計と全体の合計が一致しない場合がある。 
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(3) 生活被害及び人身被害の根絶について 

サルによる被害対策としては、生活被害（屋外の物品等の損傷・人家侵入・生活上

の脅威等）や人身被害（威嚇、飛びかかりによるケガ等）がない状況を目指している。 

西湘地域個体群では、加害群の除去を進めているものの、令和３年度は生活被害と

人身被害が合計 462 件で依然として高い水準にあり、軽減できていない（表 3-2）。 

丹沢地域個体群では、生活被害と人身被害が合計で最大312件（平成 27年度）あっ

たものが、その後減少し、令和３年度は合計 100 件と、依然として被害はあるものの、

対策の継続によって大きく減少してきている。 

南秋川地域個体群では、生活被害と人身被害が合計で最大 99 件（平成 28 年度）あ

ったものが、その後減少し、令和３年度は合計５件と、依然として被害はあるものの、

対策の継続によって大きく減少してきている。 

  

表 3-2 地域個体群別の生活被害・人身被害件数の推移（件） 

地域 

個体群 
区分 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

西湘 

生活被害 444 428 420 372 412 173 236 248 330 455 

人身被害 2 9 10 14 5 6 14 13 13 7 

小 計 446 437 430 386 417 179 250 261 343 462 

丹沢 

生活被害 196 142 235 310 230 134 80 55 80 99 

人身被害 6 5 0 2 1 4 12 1 0 1 

小 計 202 147 235 312 231 138 92 56 80 100 

南秋川 

生活被害 35 69 65 41 99 56 34 57 8 5 

人身被害 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 

小 計 36 70 65 41 99 56 34 60 8 5 

合計 

生活被害 675 639 720 723 741 363 350 360 418 559 

人身被害 9 15 10 16 6 10 26 17 13 8 

小 計 684 654 730 739 747 373 376 377 431 567 

※ ハナレザル、オスグループによる被害を含む。 
※ 相模原市分は南秋川地域個体群による被害とした。 

 

３ 課題 

(1) 目標達成に係る課題 

ア 適正な群れ管理を通じた地域個体群の管理 

県内の３つの地域個体群はそれぞれ個体群が存続しているものの、元々個体数が少

ない西湘地域個体群は留意が必要である。 

現在、環境省がサルの特定計画ガイドラインの改定を進める過程で、学識者ととも

に、全国のサル地域個体群の連続性・孤立性等の解析・評価を検討中であり（本県へ

もヒアリングを実施）、県でもこうした検討状況について情報収集を継続していく必

要がある。 

イ 農作物被害の軽減、生活被害・人身被害の根絶 

農作物被害は減少傾向であるものの、生活被害・人身被害が一部地域で軽減できて

おらず、対策の継続が必要である。 

群れを適正な規模まで落としても、追い上げの実施や市街地や住宅地での被害防除

対策が困難な地域や、加害性の高い個体の存在により、住民の被害感が減少しない場

合があるため、対策の検討が必要である。 
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(2) 管理事業の手法上の課題 

ア 群れ管理 

一部地域で方向を定めた追い上げを実施したが、取組は一定期間にとどまり、群れ

の行動域の変化も一時的なものにとどまった。 

第４次計画において、県内の３つの地域個体群ごとに、適正規模・適正配置とする

ための個体数調整を実施するとともに、適正配置の観点からやむを得ない場合、又は

対策を講じても生活被害や人身被害が大きく、管理が困難と判断された群れの除去を

進めた。第５次計画では、引き続き追い上げを実施すべき群れや、被害防除対策とし

て山側への追い払いで十分な対策となってきている群れについて、必要に応じて対策

の見直しを行う必要がある。 

また、これまでの個体数調整等で実施してきた捕獲方法では、警戒心が高い個体が

捕獲されず残存することもある。この場合、捕獲や調査にこれまで以上に高度な技術

や労力・経費を要するため、対応の検討が必要である。 

イ 被害防除対策 

追い払いを各地域で行い、一定の効果は見られているが、より一層の追い払い効果

を上げるために、群れの集落等への侵入ルートに遡った対策を他の被害防除対策と組 

み合わせ実施していく必要がある。 

集落環境整備の取組は一部地域に留まっており、集落内に誘引要因（放棄果樹、耕

作放棄地の藪等）が残る状況であるため、上述の追い払いとともに、集落環境整備の

取組が必要である。 

一部の地域では、意図的な餌付けによって人慣れが進み、加害性の高まりが懸念さ

れるため、周知の強化を図る必要がある。 

ウ 生息環境整備 

県内の山地山麓の民有林等では、人工林の間伐等を進めることにより、手入れ不足

の森林の整備が行われている。こうした森林整備を進めることにより、林床植生の回

復や広葉樹の生育が図られ、サルを始めとする野生動物の生息環境の改善にも資する

ことが期待される。このため、針葉樹と広葉樹が混生する混交林等に向けて、引き続

き整備が必要である。 

エ モニタリング（生息状況調査、被害状況調査） 

被害状況の把握は、主に農業者や住民からの被害報告を基にした方法で行われてき

たものの、被害報告が必ずしも行われてこなかったことから、農業者等が報告しやす

い方法の検討等を行い、被害状況を十分に把握する必要がある。 

県が実施する群れの行動域モニタリングや、性別・齢構成等に基づいては、各群れ

の生息状況や被害状況の情報の集約・整理を行うとともに、生息状況、被害状況、対

策状況を総合的に捉えたモニタリングと分析を行う必要がある。 

 

(3) 地域個体群別の課題 

ア 西湘地域個体群 

行動域に農耕地や市街地の割合が高いことから、生息数に比較して生活被害及び人

身被害が大きなものとなっているため、個体数調整を継続する必要がある。 

地域個体群の管理としては、環境省のガイドライン改定等による検討状況を踏まえ、

県としての対応を検討していく必要がある。 

なお、群れ数及び個体数は、平成29年度に４群100頭前後であったが、Ｓ群及びＨ

群の除去及び個体数調整を進め、令和３年度末現在で３群 36 頭となっている。 

イ 丹沢地域個体群 

山麓の市街地や農耕地・集落を主な行動域としていた４群の除去を進めたため、現

存する群れの行動域は、主に山地山麓となっている。この群れの行動域の解析結果で

は、基本的に針葉樹林・広葉樹林等の山林を主な行動域としている農作物被害を生じ

させにくいと判断される群れから、依然として農耕地・集落を主な行動域としている
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群れまで、様々であることが分かっている。 

引き続き、行動域や群れの性別・齢構成の調査を継続し、農作物被害や生活被害が

生じにくいよう群れ管理を行っていく必要がある。 

なお、群れ数及び個体数は、平成 29 年度に 14 群 500 頭前後であったが、丹沢東部

の４群の除去及び個体数調整を進め、令和３年度末現在で10群 300頭前後となってい

る。 

ウ 南秋川地域個体群 

神奈川県北部と東京都及び山梨県にまたがって各群れが生息しているため、県境を

越えて各群れの行動域を把握する必要がある。なお、隣接する東京都側に 100 頭規模

の群れ（川井野群）が生息しており、県内の群れの除去等により、かえってこの東京

都側の群れが侵入して来ることがないよう調査を継続する必要がある。 

引き続き、農作物被害や生活被害が発生しないよう群れ管理を行っていく必要があ

る。 

なお、群れ数及び個体数は、平成29年度に４群300頭前後程度であったが、２群の

除去及び個体数調整を進め、令和３年度末現在で２群 100 頭前後となっている（川井

野群除く）。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
１ 計画の目標 

第４次計画までに実施してきた目標を引き継ぎ、次の３点を目標とする。 

○ 適正な群れ管理を通じた地域個体群の管理 

○ 農作物被害の軽減 

○ 生活被害・人身被害の根絶 

 

２ 管理の考え方 

県では、鳥獣と人との棲み分けを図り、あつれきを解消していくという鳥獣被害対策の

基本的な考え方に沿ってサルの管理に取り組んでおり、第４次神奈川県ニホンザル管理計

画からは「各群れを適正な生息域及び適正な規模で管理することを通じて地域個体群を管

理する」という考え方も取り入れながら、管理事業を実施してきた。 

４次計画までの管理事業の結果、「農耕地等に依存する群れ」を、いかに「山林を中心

に生息する群れ」にしていくか、また、「山林を中心に生息する群れ」をその状態で保ち

続けるという視点で管理を行っていくことが重要であることが分かってきた（次ページ 

コラム「サルの行動域調査によって明らかになった群れごとの利用環境の違い」及び図 3-

1 のとおり。）。 

また、サルの個体数が半減している中で、群れや特定の個体が、人やわなに対する警戒

心を一層増している状態にある他、加害群を除去したことによる近隣の群れの行動域の変

化や、新たな加害個体・加害群の発生も考えられる。 

サルへの意図的な餌付けについては、昭和 30 年代に、県内の一部地域で大規模に意図

的な餌付けが行われ、その後の被害の拡大や地域への定着の大きな要因となったとされて

いる。 

第５次計画の管理事業においては、このような事項についても配意しつつ、各群れごと

にモニタリングによって得られた生息状況や、地域での被害状況、群れ特性等に基づき、

これまでの対策等の実施履歴について整理を行うとともに、被害防除対策、群れ管理、生

息環境整備を効果的に組み合わせて行う取組を継続する。 

なお、環境省では、学識経験者とともに、全国のサル地域個体群の連続性・孤立性等の

解析・評価を検討中（令和３年度に本県についてもサル管理の実施状況のヒアリングを実

施）であり、引き続き、こうした検討状況について情報収集していく。 
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（コラム）サルの行動域調査によって明らかになった群れごとの利用環境の違い  

 

県内では、主に農耕地・市街地に依存するサルの群れによる市街地や農耕地・集落で

の農作物被害や生活被害が生じており、管理事業として、こうした群れの除去や個体数

調整を進めてきた。 

モニタリングで得たデータをもとに県内のサルの群れの行動域を分析した結果、県内

のサルの群れは農耕地・市街地に依存する群れだけでなく、広葉樹や針葉樹の山林を中

心に生息する群れがあることが明らかになった。 

具体的には、令和３年度に実施したサルの行動域モニタリングにおいて、ＧＰＳ首輪 

（ＶＨＦビーコン発信器一体型）や目視により収集した、実際にサルがいた場所の情

報を、環境省の２万 5000 分の１のＧＩＳ植生図と重ね合わせ、分析した結果、下図の

とおり、左（ダムサイト分裂群）のように農耕地・市街地の利用割合が合計で 30.2％と

なる「農耕地等に依存する群れ」がある一方で、右（川弟Ｂ群）のように、広葉樹林と

針葉樹林の利用割合が 88.4％を占める「山林を中心に生息する群れ」があることが分か

った。 

これらのことから、「農耕地等に依存する群れ」を、いかに「山林を中心に生息する

群れ」にしていくか、また、「山林を中心に生息する群れ」をその状態で保ち続けると

いう視点で管理を行っていく重要性がわかる。 

 
 

図 群れごとの行動域（利用環境）の違い 
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３ 管理計画の進め方 

(1) 神奈川県ニホンザル事業実施計画の策定 

県は、毎年度「神奈川県ニホンザル事業実施計画」（以下「事業実施計画」とい

う。）を策定し、地域の関係者、市町村、県等が連携・協力し、地形や農作物、実施

体制等の市町村の状況に応じて管理事業を推進する。 

事業実施計画の作成に当たっては、まず、市町村が各地域県政総合センターと協力

し、群れ管理を含めた市町村における事業実施計画原案及び事業実施計画図案を作成

する。 

図 3-1 群れ管理のイメージ 
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次に、各市町村の事業実施計画原案等に基づいて、各地域鳥獣対策協議会が、市町

村や農業者団体を通じて住民の意見も取り入れながら、地域の事業実施計画案を作成

する。 

地域の事業実施計画を基に、県は、神奈川県鳥獣総合対策協議会での検討と協議を

経て、県全体の事業実施計画を策定する。 

県は、市町村と連携して生息状況、被害状況及び対策状況のモニタリングを行い、

その結果を市町村等の関係機関と共有するとともに、モニタリング結果等に基づいて

管理事業の効果を評価し、次年度の事業実施計画に反映する。 

 

(2) 実施体制 

ア 県の取組 

県は、管理事業を効果的に進めるため、各地域県政総合センターに設置した各地域

鳥獣対策協議会を通じて広域的な連携・調整を図る。各地域鳥獣対策協議会を通じて

地域の事業実施計画案の作成を調整するとともに、市町村と連携して事業実施計画の

進行管理及び生息状況、被害状況、対策状況のモニタリング等を行い、それに基づき

管理事業の効果検証等を行う。 

また、地域ぐるみの対策を継続的・計画的に推進できるよう、専門職員を鳥獣被害

対策支援センターに配置し、広域的・専門的な観点から、市町村や農業者団体、農業

者等に対して、被害防除対策に関する最新の知見や対策手法に関する情報提供、地域

の実情に応じた対策の提案、技術的支援等を行うとともに、環境部門と農政部門が連

携して地域ぐるみの取組を支援する（図 3-1）。 

地域による対策が非常に困難な場合や、対策の実施主体である市町村の実施体制

（人員、予算）が十分でない場合、県は、計画の目標の達成状況等の実態に応じ、市

町村と連携した対策の強化や支援等を検討する。 

 

 
図 3-1 鳥獣被害対策支援センターによるドローンを活用した集落環境調査 

 

イ 市町村の取組 

市町村は、被害防除対策、群れ管理や生息環境整備等を組み合わせて、事業実施計

画に基づいて管理事業を推進する。 

また、県と連携してサルの出没や地域の被害状況、対策状況を把握し、県に報告す

るとともに、把握した情報を地域における追い払い・個体数調整、被害防除対策等に

活用する。 

さらに、地域全体の被害を軽減するため、必要に応じて県と協力しながら、住民や

農業者に対して効果的な対策に関する情報提供や技術指導を行い、地域ぐるみの対策

を支援する。 
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ウ 地域ぐるみの取組 

追い上げや被害防除対策の実施に当たっては、地域の関係者が地域のサルに関する

問題や目標を共有し、その地域の被害実態やサルの群れの特性に合った対策を地域が

主体となって実施することが効果的である。そのため、地域の住民や農業者、市町村、

農業者団体、狩猟者団体等が連携・協力し、地域ぐるみで継続的に対策に取り組む。 

市町村等は、地域ぐるみの取組を実施するに当たって、地域に対策技術や知識が蓄

積し、取組が自立的に行われるよう、住民等を中心に群れ管理のための追い払いや集

落環境整備等の被害防除対策を実施する体制作りを支援する。 

エ 関係都県との連携 

一部の地域個体群及び地域個体群を構成する群れは、行動域が隣接県にまたがるこ

とから、県及び市町村は、関係都県及び隣接する市町村と、生息状況、被害状況、捕

獲状況及び被害防除対策の実施状況等について情報交換を行うとともに、管理事業の

効果的な実施に向けて連携を図る。 

オ 神奈川県鳥獣総合対策協議会 

学識経験者や関係団体等で構成する神奈川県鳥獣総合対策協議会において、事業実

施計画の内容について合意形成を図るとともに、必要な検討、助言及び評価を行う。 

事業実施計画の検討、評価等に当たって、神奈川県鳥獣総合対策協議会サル対策専

門部会は、モニタリング等の結果をもとに生息状況や管理事業の検討、評価等を行う。 

また、ニホンザル管理検討委員会は、事業実施状況及びモニタリングのデータをも

とに科学的な検討を行う。 

 

４ 地域個体群別の管理方針 

サルは、地域個体群とそれを構成する群れごとに生息や被害の状況が異なるため、地域

個体群別の管理方針として実施する取組を定める。 

(1) 西湘地域個体群 

行動域が農耕地や市街地の割合が高いため個体数に比して被害は大きく、特に生活

被害及び人身被害は大きなものとなっており個体数調整は継続する必要がある。「生

活被害・人身被害の根絶」を前提として、次の事項に取り組む。 

・Ｈ群について、管理困難な群れとして除去を進める。群れの除去のため、人への警戒

心が高い個体が多いため、箱わな・囲いわな等により、エサ環境が厳しくなる冬季に

向けて、捕獲場所の検討・準備を進めた上で捕獲を実施する。 

・住民、市町、県等の連携体制を整備し、住宅地や農地等サルとの棲み分けを図る場所

での追い払いを徹底するとともに、特に、市街地及びその周辺での泊り場つぶし（継

続的に居させなくする対策）を検討する。 

・静岡県側の県・市町村等との情報交換等を継続する。 

 

(2) 丹沢地域個体群 

山麓の市街地や農耕地・集落を主な行動域としていた４群れの除去を進め、現存する

群れの行動域は、依然として農耕地・集落も含めた山地山麓となっている。「被害の軽

減、根絶」を前提として、群れごとに異なる行動域や農耕地・集落の利用状況に応じて、

次の事項に取り組む。 

・群れの行動域の重なり度合い、追い上げの難しさ、住宅地や農地への依存状況等を踏

まえ、適正な群れの配置、群れ数及び各群れの規模を検討し、追い上げや追い払い方

法を、各群れに応じて事業実施計画で、整理・検討する。 

・行動域が市町村界をまたがる群れについて、群れの管理方法の調整を図るとともに、

隣接市町村の連携による追い上げに取り組む。 

・農地における電気柵の設置や放棄果樹の伐採等誘引要因の除去等によって、出没地点

の減少及び被害の軽減を図る。また、市街地や農耕地・集落及びその周辺に、恒常的

な群れの侵入ルートが確認できた場合は、泊り場つぶし（継続的に居させなくする対
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策）を検討する。 

 

(3) 南秋川地域個体群 

行動域が、山間部から農耕地等に移動する傾向があれば、農作物被害や生活被害が発

生しないよう群れ管理を行うため、次の事項に取り組む。 

・各群れは、県北部と東京都及び山梨県にまたがって生息しており、特に留意が必要な

群れとして、隣接する東京都側には、100 頭規模の川井野群が生息しており、県内の

群れの除去等により、かえってこの東京都側の群れが侵入して来ることがないよう十

分な注意が必要であり、調査を継続する。 

・山梨県側に主な行動域があるＫ１群や、東京都の川井野群に隣接関係にある県内のＫ

４群がおり、行動域調査等により群れの状況を踏まえながら、適正な群れの配置、群

れ数及び各群れの規模を整理・検討し、群れごとに群れ管理を進める。 

・農地における電気柵の設置や放棄果樹の伐採等誘引要因の除去等によって、出没地点

の減少及び被害の軽減を図る。市街地や農耕地・集落及びその周辺に、恒常的な群れ

の侵入ルートが確認できた場合は、泊り場つぶし（継続的に居させなくする対策）を

検討する。 
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第４章 管理事業 

１ 被害防除対策 

被害防除対策は、群れ管理や生息環境整備、さらにはサル以外の鳥獣による被害への対

策も合わせ、地域の実情に応じて総合的に推進することにより、効果を発揮する。 

第４次計画までの取り組みにより、サルの生息数及び群れ数が減少しつつあり、群れ管

理と被害防除対策を、住民、農業者、市町村、農業者団体、狩猟者団体等により実施され

てきた取組をさらに進め、集落環境からの追い出しから、侵入ルートの遮断、さらに山側

への追い払いまで、以下の観点で連携して進めることが必要である。 

○ 市街地・農地から追い出すこと 

○ 市街地・農地に隣接した泊り場（滞留する場所）の利用頻度を落とす対策 

○ 出没頻度の高い農地周辺の環境整備や防護柵の設置 

○ 定期的な追い払い 

被害防除対策は、農作物被害を防ぐことに加え、栄養価の高い農作物等を与えないこと

により、自然状態以上の個体数増加を防ぐことにもつながる。 

なお、被害防除対策には、地域ぐるみの対策が必要不可欠であるため、県及び市町村は、

住民等を中心とした体制作りを支援し、地域の主体的な取組を促進する。 

 

(1) 被害防除対策の方法 

ア 集落環境整備 

サルが利用できる餌や隠れ場所等を特定し、除去することで、サルにとっての集落

の利用価値を下げる集落環境整備を実施する。集落環境整備に当たっては、集落の状

態を地図化し、地域で共有する集落環境調査を行うことが効果的である。 

農地周辺では、山林と農地の間の雑木、藪、雑草等は、サルの隠れ場所となり農地

への出没を容易にしてしまうため、刈り払いを行い、サルが近づきにくい環境をつく

る。 

また、農地の野菜や果実の取り残し、放棄果樹、廃棄果実の放置は実質的に餌やり

と同じ効果をもたらし、サルを誘引、定着させる要因となるため、全て収穫するか廃

果を埋める等適正な処分を行う。 

人家周辺では、サルが好む生ごみや果実等は、サルを誘引、定着させる要因となる

ため、屋外に生ごみを放置しないことや、庭先の果実の収穫、商店の食料品管理等を

徹底する。 

加えて、サルへの意図的な餌付けは、人馴れや人への警戒感の低下を招くことによ

り、被害の拡大や地域への定着の大きな要因になるため、防止を徹底する。 

これらの集落環境整備は、住民等地域が主体となって取り組むことが効果的である

ため、県及び市町村は、こうした地域主体の取組を支援する。 

イ 農地への防護柵の設置 

農作物はサル等の野生動物にとっては、非常に栄養価が高く、集落へ誘引する要因

となるため、防護柵の設置により、サルの農地への侵入を防ぐ。防護柵を設置するこ

とが被害面積の減少につながるほか、集落の大部分の農地に設置することにより、サ

ルの移動経路の遮断や農地への定着を抑制する効果が期待される。 

県及び市町村は、農業者団体と連携し、農業者等がサル対策として効果がある電気

を使用した防護柵（電気柵）やネット等で上面も覆った防護柵を設置することを、そ

の効果や成功事例の普及等を通じて促進するとともに、設置された防護柵の管理の徹

底を農業者等に働きかける。 

ウ 広域防護柵の設置 

人の生活圏と森林の境界部へ広域防護柵として電気柵を設置し、被害軽減と棲み分

けを図る。 

市町村は、農業者団体と連携し、広域防護柵を地形、農地の状況等地域の実情に合
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わせ必要に応じて設置し、県は設置に際して技術的、財政的な支援を行う。 

また、広域防護柵の効果を持続させるため、定期的に下草の除去を行う等、適切な

維持管理が必要であり、市町村は、住民、農業者等による維持管理を促進する。 

エ 追い払い 

追い払いを行う際は、事前に農地、人家の無い場所を調査し、農地や住宅地等のサ

ルの侵入を防止する地域から、追い払う方向（山側等）を定めて実施する。 

追い払いは、住民、農業者、市町村、農業者団体、狩猟者団体等により、住民を中

心に地域が主体となって実施し、県及び市町村は、地域の取組を支援する。 

オ 加害個体捕獲 

群れの加害性を引き下げて生活被害や人身被害を効果的に減らすため、人家侵入な

どの生活被害を繰り返す個体や、人への威嚇行動をとる等人身被害を発生又は発生さ

せる恐れのある個体を、加害個体として特定して捕獲する。 

 

また、群れから離れたハナレザル又はオスグループについて、農作物被害・生活被

害を繰り返し起こし、追い払いを実施しても被害が防止できない場合や、市街地等で

追い払いができず被害が防げない場合は、加害個体に準じて捕獲する。 

加害個体及びハナレザル等の捕獲は、はこわな、銃器、麻酔銃を用いて行い、捕獲

個体の取扱いについては、「２(3)イ捕獲個体の取扱い」を準用し、原則として殺処

分とするが、群れ管理に影響が生じる可能性がある場合は、学習放獣等の対応も可能

とする。 

加害個体等の捕獲は、市町村が県の許可を受けて実施するが、県は、被害防止のた

め、加害個体の迅速な選定や捕獲ができるように市町村と連携した取組を行う。 

 

(2) 被害防除対策の進め方 

ア 被害防除を行う組織の設置 

地域ぐるみの取組を継続的に実施するため、地域の集落環境整備や追い払い等の被

害防除対策を実施する組織を設置することが効果的である。 

市町村は、県と協力して研修会等を行うことで、組織の設置や取組を支援する。 

イ 位置情報の提供 

追い払い等の被害防除対策は、サルの群れの移動に合わせて行うことが効果的であ

る。 

県や市町村は、農業者団体等と連携してサルの群れの位置を電波発信器等により把

握し、群れの位置、移動方向等を住民や農業者等に情報提供することによって、住民

や農業者等が農地や住宅地へのサルの接近を予測し、追い払いや農作物の収穫日の変

更等により、被害の未然防止を図ることができるよう支援する。 

位置情報の提供に当たっては、インターネット、電子メール、防災無線等を活用し、

市町村、住民、農業者等の連絡体制を整備する。 

ウ 被害防除対策に関する知識・技術の普及 

地域に被害防除対策等に関する知識と技術を定着させ、地域ぐるみの取組を効果的、

継続的に実施するため、市町村や農業者団体は、県と協力して、研修会等を開催し、

サルの生態、対策等に関する知識や被害防除技術の普及を図る。 

また、県は市町村と協力してＧＩＳ等を活用し、対策の実施状況を把握して、効果

的な対策の実施を図る。 

エ 地域活動との連携 

集落環境整備等の被害防除対策について、対策が地域全体の問題として取り組まれ

るよう、土地所有者や住民が主体となった里山づくりや地域おこし等の多様な地域活

動との連携を促進していく。 

また、サル以外のシカやイノシシ等の鳥獣についての対策と連携し、地域ぐるみで

対策を行うことを促進する。 
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２ 群れ管理 

(1) 群れ管理の計画 

第４次計画までの実施状況を踏まえ、「各群れを適正な生息域及び適正な規模で管理

することを通じて地域個体群を管理する」という考え方を基本に、生息状況、被害状況、

地域特性等に応じて、被害防除対策、生息環境整備等と効果的に組み合わせて、群れ管

理を継続する。 

ア 群れごとの被害情報や対策実施状況、行動域の継続的把握 

第４次計画期間に加害群の除去を進めたが、隣接する群れが除去された群れでは行

動域等の変化が生じやすいため、群れ管理の基本に立ちかえって、被害情報や、対策

実施状況、県が実施している行動域の調査等に基づいて、群れごとに情報を整理・評

価する。 

また、サルは県境を跨ぎ、山麓にかけて連続して生息する習性があり、県内で加害

群を除去しても、県境を越えて別の群れが再び入ってくる可能性があるため、特に留

意が必要である。 

イ 適正規模とするための各群れの目標頭数の設定 

地域個体群の維持を基本とし、群れの分裂及び分派を回避するため、これまでの県

内における群れの分裂等の状況を踏まえた群れの適正規模として 30 頭から 60 頭を目

安とし、各群れの生息状況や被害状況を考慮して設定する。 

ウ 群れ管理のための個体数調整 

(ｱ) 適正規模とするための群れの縮小・維持 

現状の群れの個体数が、適正な個体数の目安を超えている群れについては、群れ

の規模が大きくなって生じる群れの分裂を防ぐため、設定した目標頭数まで群れの

個体数を縮小するための個体数調整を計画する。 

また、群れの個体数が、設定した目標頭数に達している群れについては、必要に

応じて群れの規模を維持するための個体数調整を計画する。 

(ｲ) 適正配置とするための群れの縮小・除去 

群れが密集し、群れの行動域が重複又は隣接している場合、各群れの行動域の重

なり度合い、追い上げの難しさ、住宅地や農地への依存状況等から、群れの縮小や

除去等の優先順位を検討した上で、各群れの目標頭数を設定し、追い上げ計画と合

わせて個体数調整の計画を立てる。 

適正な配置とするための群れの縮小については、追い上げや被害防除対策の効果

を向上させるために必要な規模の個体数調整を計画する。 

また、適正な配置とするための群れの除去については、群れの適正配置の観点か

らその群れを除去することがやむを得ないと判断され、かつ、当該の群れを除去し

ても地域個体群の安定的な維持を図ることができる場合に計画する。 

エ 管理困難な群れの除去 

追い上げや被害防除対策を徹底しても、行動域が住宅地に及び、生活被害が多発し、

人身被害が発生している又は発生するおそれが高い群れを、管理困難な群れとして判

断する。 

管理困難な群れについては、群れを除去した後に地域個体群の安定的な維持を図る

ことができる場合は、管理困難な群れでなくなるまで、又は住宅地周辺で生息確認が

できなくなるまでの個体数調整を計画する。 

群れを除去した後に地域個体群の安定的な維持を図ることができないおそれがある

場合については、市町村と県が協力し、一層の対策を行っても効果が見られない場合

に限り、例外的に管理困難な群れとして個体数調整を実施する。 

オ 群れ管理の計画の見直し等 

群れごとの行動域、個体数、被害状況等の変化をモニタリングして効果検証を行い、

その結果に応じて群れごとの目標頭数や個体数調整の方法等を見直すとともに、これ
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らのもととなる個体数の将来予測についても必要に応じて見直しを行う。 

群れの分裂、県外からの新たな群れの侵入、未確認群の発見等があった場合は、地

域個体群の状況を踏まえ被害を及ぼす群れが増加しないよう、必要に応じて群れごと

の目標頭数、個体数調整の方法及び捕獲計画数を見直す。 

また、環境省で進められている全国のサル地域個体群の連続性・孤立性等の解析・

評価について、動向・成果を踏まえ、神奈川県での地域個体群の位置づけを継続検討

していく。併せて、専門家からの意見聴取や関連する情報収集のためのモニタリング

の実施も検討する。 

 

(2) 群れ管理の実施 

ア 追い上げ 

第４次計画では、目標エリアへの追い上げ実施を試みているが、群れの除去及び全

体生息数の減少が進んだことにより、実際に山の上部へと追い上げるというより、山

側へ追い払っておくという対策で、地域によっては効果が得られつつある。 

各群れごとの状況に応じて、加害群の除去等が進んだこと等により、群れにより追

い払い（農耕地内＋山側）を中心とした取り組みを実施することも考えられる。 

実施に際しては、住民、農業者、市町村、農業者団体、狩猟者団体等により、事業

実施計画で定めた範囲で、追い上げの目標エリアや方向に向けて、群れが移動するま

で実施する。 

追い上げや追い払いは、地域が一体となって組織的に取り組むことが必要であるた

め、県と市町村は、地域が一体となって取り組むよう働きかけ、支援を行う。 

追い上げや追い払いの実施に当たっては、電波発信器等をサルに装着し、群れの位

置を把握することにより、効果的な実施に努め、煙火、爆竹、銃器（ゴム弾・花火

弾・空砲）、エアガン、スリングショット（パチンコ）、イヌ等を使用して人に対す

る恐怖心をサルに植えつけながら、計画的かつ継続的に実施する。 

イ 群れ管理のための個体数調整 

個体数調整の方法、年度ごとの捕獲計画数等事業実施計画に基づいて、「適正規模

とするための群れの縮小・維持」及び「適正配置とするための群れの縮小・除去」を

図るための個体数調整を、市町村が県の許可を受けて実施する。 

個体数調整は、総合的なサル対策の一つであることを念頭に置き、追い上げ、被害

防除対策、及び生息環境整備の効果を相乗的に向上させることを目指して、これらの

対策と合わせて実施する。 

また、個体数調整にあたっては、群れの加害性を引き下げて生活被害や人身被害を

効果的に減らすために、可能な限り加害性の高い個体の捕獲を優先する。 

なお、個体数調整によって特定の群れを除去しようとする場合は、隣接して生息す

る他の群れがその行動域を拡大しないよう、隣接する市町村と十分調整した上で、追

い上げや防護柵の設置等の被害防除対策を一体的に実施する。 

ウ 管理困難な群れの除去 

事業実施計画に基づき、管理困難な群れでなくなるまで、又は住宅地周辺で生息確

認ができなくなるまで、市町村が県の許可を受けて実施する。 

県は、管理困難な群れや、特定の加害個体で捕獲が難しい場合、試行的な捕獲等の

技術的な検討や継続的な捕獲を、市町村とともに検討する。 

管理困難な群れを除去しようとする場合、隣接して生息する他の群れがその行動域

を拡大しないよう、追い上げや防護柵の設置等の被害防除対策を一体的に実施する。 

 

(3) 個体数調整の方法 

ア 捕獲方法 

サルの群れはオトナメスを中心とした母系の集まりであるため、オトナメスを除去

すると群れが分裂し、被害が拡大するおそれがあることから、性年齢を識別して捕獲
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する等、群れの分裂防止に配慮した捕獲方法を検討し、実施する。 

このため、個体数調整は、原則として箱わな又は囲いわなを用いて実施し、箱わな

又は囲いわなでの捕獲が困難な場合は、他の捕獲方法により実施する。 

特に銃器を用いた捕獲は、性年齢識別等の専門の知識や技術を持つものが実施する

こととし、行動域の変化による被害地域の拡大や、オトナメスの錯誤捕獲による群れ

の分裂を引き起こすことのないように十分留意して実施する。銃器を用いた捕獲にお

いて、空気銃を使用する場合は、プリチャージ式空気銃を使用する。 

また、個体数調整の継続により群れの性比に偏りが生じてしまった場合等、群れ管

理の上でオトナメスの捕獲が必要な場合は、群れの中心でないオトナメスの捕獲を行

う。 

全頭捕獲の最終局面等の捕獲が困難な場合にあっては、実施する捕獲方法について

必要により学識者に意見を聴取することも含め、有効な捕獲手法を検討する。新たな

捕獲方法を許可する場合には、県と市町村の許可手続きの流れを明確化し共有するこ

とで、時期を逃さず対応が速やかに行えるよう事前に整理を行う。 

イ 捕獲個体の取扱い 

捕獲個体の取扱いについては、次の事項に留意する。 

(ｱ) 捕獲許可を受けていない個体が捕獲された場合は、元の生息地に放獣する。放獣

の際には、必要に応じて人の声や煙火等で刺激や痛みを感じさせる条件付けによっ

て人への警戒心を持つことを学習させた上で放獣を行う（学習放獣）。 

(ｲ) 箱わな又は囲いわなにより捕獲した個体を殺処分する際は、麻酔薬の投与や銃器

による止めさし等、苦痛を与えないとされる方法を用い、実験動物としての利用は

しない。 

(ｳ) 銃器により捕獲した個体は、山野に放置することなく適正に処理する。 

 

３ 生息環境整備 

人の生活圏とサルの行動域の重複を解消し、棲み分けを図っていくために、群れ管理及

び被害防除対策と合わせて、森林整備を通して、山間部におけるサルの生息環境整備を進

める。これらの森林整備は、直接的にサルの生息環境整備を目的とするものではないが、

人工林の間伐や混交林化を進めることによって、林床植生の回復や広葉樹の生育が図られ、

サルを始めとする野生動物の生息環境の改善にも資することが期待される（図 4-1）。 

 

 
図 4-1 生息環境整備を実施した箇所（左：実施前（○年）、右：実施後（○年）） 

 

４ モニタリング 

県は、市町村等の協力を得ながら、管理に必要な事項について毎年度、モニタリングを

実施する。モニタリングについては、サルの生息状況、被害状況、対策状況等を総合的に

把握し、ＧＩＳによる地図化等を行い、神奈川県鳥獣総合対策協議会における検討等を通

して、管理事業の効果検証、計画や事業の見直しの検討に活用するとともに、関係者との

情報共有を行う。モニタリング結果は、地域鳥獣対策協議会に提供し、地域の対策等の検

生息環境整備の写真（前後比較） 
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討に役立てる。 

(1) 生息状況調査 

県は、地域個体群の群れ数、個体数、行動域、食性、分派の有無等の調査を毎年度実

施し、生息状況を把握、評価するとともに、出没地点や頻度、被害状況等から群れの特

性を把握し、対策の効果の評価や対策の優先順位の検討に活用する。また、確認されて

いる群れ以外の未確認の群れについても、把握に努める。 

県は毎年度、市町村等の協力を得ながら、個体数調整により捕獲された個体及びその

他の要因による死亡個体の情報把握と計測・記録等を行い、個体数調整等の的確な実施

と検証に活用する。 

 

(2) 被害状況調査 

市町村は、農業者、農業者団体等の協力を得て農作物等の被害額、被害面積等の情報

を収集して県に報告し、県は、報告された被害状況を取りまとめ、市町村等への情報提

供やホームページでの公表を行う。加えて、報告内容を分析し、地域の取組に活用でき

るようフィードバックを行う。なお、報告の方法については、農業者等が報告しやすく

なるよう市町村や農業者団体等と協力して検討する。 

また、市町村は、県と連携して住宅地や農地等の被害が発生する地域でのサルの出没

地点や被害の取りまとめ等を行うことで、被害状況を集落単位で把握し、収集した情報

をもとに地域の実情に即した被害防除対策を実施する。 

 

(3) 対策状況調査 

市町村は毎年度、関係機関の協力を得ながら、群れ管理、被害防除対策、生息環境整

備等の対策の状況を把握し、県は対策状況を取りまとめ、集落単位で被害状況と対策状

況を合わせて地図化する。 

 

(4) 調査結果の分析 

県は、(1)～(3)による調査結果に加えて、市町村、農林業団体、狩猟者団体等のほか、

県試験研究機関、大学等の研究機関等の協力を得て、生息や被害の状況等に関する情報

を集約・分析する。 

分析結果をもとに、出没の増減や被害の状況等に基づき、神奈川県鳥獣総合対策協議

会における専門的見地からの検討等を通して、対策効果の検証・評価を行い、計画及び

事業の見直しや地域の関係者等へ向けた情報提供・普及啓発等に活用する。 

 

５ 技術の開発・検討 

県は、市町村や研究機関、大学等と連携し、効果的な追い上げ・追い払い、捕獲等の対

策手法や、生息状況等のモニタリング、被害実態の把握、対策効果の評価・検証等に関す

る技術の開発や検討を行う。 

 

６ 広報・普及啓発 

県及び市町村は、県民や観光客等に向けて、サルとの接し方等基本的な知識、サルの被

害や対策の必要性、意図的・非意図的な餌付けの防止等について、できるだけ分かりやす

い情報発信に努め、取組に対する理解と協力の促進を図る。特に意図的な餌付けは人への

警戒感の低下を招くことにより、被害の拡大や地域への定着の大きな要因になるので、防

止を徹底するための普及啓発を強化する。 

また、県及び市町村は、住民や農業者をはじめ、農業者団体等対策に取り組む者に向け

て、講習会の開催やホームページの活用等を通じて、サルの生態、効果的な対策方法、被

害状況、対策の実施状況、地域個体群の現状等について、情報提供を行う。 

 



22 
 

７ その他管理のために必要な事項 

 (1) 計画対象区域外の群れ 

現在サルの生息が確認されている12市町村の外で確認された群れについては、管理事

業による棲み分けが困難であり、人身被害や生活被害の発生するおそれが非常に高いこ

とから、積極的な捕獲に努める。 

 

 (2) 外来種の捕獲 

タイワンザル等の外来種のサルが野外で発見された場合には、ニホンザルとの交雑を

避けるため、県は、関係者と協力して当該個体を捕獲する。 
 


